
議案第95号 

 

財産の取得について 

 

下記の財産を取得することについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例（昭和62年つくば市条例第22号）第３条の規定に基づき、議

会の議決を求める。 

 

令和３年６月３日 

 

つくば市長 五 十 嵐 立 青       

 

 

記 

 

１ 取得する財産 

 (1) 土地 

ア 所在地 つくば市面野井字八郎田885番１の一部、面野井字八郎田883番１ 

      の一部及び面野井字中田924番 

イ 地積  合計5,740.05㎡ 

２ 取得金額  金98,602,129円 

３ 取得目的  （仮称）研究学園小学校及び（仮称）研究学園中学校拡張グラ 

ウンド整備のため 

４ 財産所有者 茨城県つくば市■■■■■■■■■ 

        ■■ ■■ 

        東京都台東区■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



■■■■ 

        ■■ ■■ 

        茨城県つくば市■■■■■■■■■ 

        ■■ ■■ 

（提案理由） 

 令和５年４月に開校を予定している（仮称）研究学園小学校及び（仮称）研究学

園中学校の建設に伴い、学校用地西側の民有地を買収し、グラウンド等に利用する

拡張用地として整備するため、財産を取得しようとするものである。 



議案第95号資料

対象物件１

つくば市面野井字八郎田885番1の一部
地積：5,174.49㎡

対象物件３

つくば市面野井字中田924番
地積：436㎡

対象物件２

つくば市面野井字八郎田883番1の一部
地積：129.56㎡

新設校校舎敷地

つくば市役所

物件位置図「つくば市面野井字八郎田885番1の一部、面野井字八郎田883番1の一部
及び面野井字中田924番」


